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管内地方裁判所長殿

管内家庭裁判所長殿

●

名古屋高等裁判所長官團藤丈士

管内地方裁判所長及び家庭裁判所長協議会の開催について
． 、

（通達）

標記の協議会を下記のとおり開催します。

記

開催日時4月17日 （月）午後1時20分から午後3時30分

開催方法ウェブ会議の方法により、名古屋高等裁判所並びに同高等裁判所管内

の地方裁判所及び家庭裁判所を接続する方法により開催する。

協議事項司法行政上の諸問題等について
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管内地方裁判所長殿

管内家庭裁判所長殿

名古屋高等裁判所長官團藤丈 士

管内地方裁判所長及び家庭裁判所長協議会の開催について

（通達）

標記の協議会を下記のとおり開催します。

記

1 開催日 5月22日 （月）及び23日 （火）

2場所 名古屋高等裁判所l ~一園
3協議事項司法行政上の諸問題等について

4 日程 別紙のとおり



(別紙）

管内地方裁判所長及び家庭裁判所長協議会日程表
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管内地方裁判所長殿

管内家庭裁判所長殿

洋名古屋高等裁判所長官八木一

管内地方裁判所長及び家庭裁判所長協議会の開催について

(通達）

標記の協議会を下記のとおり開催します。

記

開催日 7月18日 （火）及び19日 （水）

場所 名古屋高等裁判所l - g
協議事項司法行政上の諸問題等について

１
２
３
４ 日程 別紙のとおり
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(別紙）

管内地方裁判所長及び家庭裁判所長協議会日程表
－
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名高裁総第580号

令和5年8月18日

管内地方裁判所長殿

管内家庭裁判所長殿

名古屋高等裁判所長官八木－洋

管内地方裁判所長及び家庭裁判所長協議会の開催について

（通達）

標記の協議会を下記のとおり開催します。

記

1 開催日時9月4日 （月）午後1時30分から午後3時30分

2 開催方法ウェブ会議の方法により、名古屋高等裁判所並びに同高等裁判所管内

の地方裁判所及び家庭裁判所を接続する方法により開催する。

3 協議事項司法行政上の諸問題等について
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管内地方裁判所長殿

管内家庭裁判所長殿

名古屋高等裁判所長官八木一洋

管内地方裁判所長及び家庭裁判所長協議会の開催について

（通達）

標記の協議会を下記のとおり開催します。

記

1 開催日時 10月16日 （月）午後1時30分から午後3時30分

2 開催方法ウェブ会議の方法により、名古屋高等裁判所並びに同高等裁判所管内

の地方裁判所及び家庭裁判所を接続する方法により開催する。

3協議事項司法行政上の諸問題等について
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管内地方裁判所長殿

管内家庭裁判所長殿

名古屋高等裁判所長官八木一洋

管内地方裁判所長及び家庭裁判所長協議会の開催について

（通達）

標記の協議会を下記のとおり開催します。

記

開催日時 12月4日 （月）午後1時30分から午後3時30分

開催方法ウェブ会議の方法により、名古屋高等裁判所並びに同高等裁判所管内

の地方裁判所及び家庭裁判所を接続する方法により開催する。

協議事項司法行政上の諸問題等について
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管内地方裁判所長殿

管内家庭裁判所長殿

名古屋高等裁判所長官八木一洋

管内地方裁判所長及び家庭裁判所長協議会の開催について

（通達）

標記の協議会を下記のとおり開催します。

記

1 開催日 令和6年1月10日 （水）

’場所 名古屋高等裁判所■等
3協議事項司法行政上の諸問題等について

4 日程 別紙のとおり



(別紙）

管内地方裁判所長及び家庭裁判所長協議会日程表
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管内地方裁判所長殿

管内家庭裁判所長殿

名古屋高等裁判所長官八木－洋

管内地方裁判所長及び家庭裁判所長協議会の開催について

（通達）

標記の協議会を下記のとおり開催します。

記

1 開催日時3月4日 （月）午後1時30分から午後3時30分

2 開催方法ウェブ会議の方法により、名古屋高等裁判所並びに同高4ウェブ会議の方法により、名古屋高等裁判所並びに同高等裁判所管内

の地方裁判所及び家庭裁判所を接続する方法により開催する。

3 協議事項司法行政上の諸問題等について


